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平成21年３月24日（火曜日） 第2065号秋　　田　　県　　公　　報
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

　
　
規　
則

○
秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則
（
一
〇
・
障
害
福
祉
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
秋
田
県
す
こ
や
か
奨
学
金
貸
与
事
業
助
成
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す

　

る
規
則
（
一
一
・
子
育
て
支
援
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

○
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
二
・
生
活
衛

　

生
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

　
　
告　
示

○
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
（
一
二
一
・
農
山
村
振
興
課
）
…
…
…
…
…
６

○
争
議
行
為
の
予
告
（
一
二
二
・
雇
用
労
働
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
８

○
秋
田
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
一
部
変
更
（
一
二
三
・
建
設
管
理

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

○
入
会
林
野
整
備
計
画
の
認
可
申
請
を
適
当
と
す
る
旨
の
決
定
（
一
二

　

四
・
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
一
二
五
・
由
利
地
域

　

振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

　
　
公　
告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
８

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
９

　

秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
十
号

　
　
　

秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

　
　
　

す
る
規
則

　

秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
秋

田
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則
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様
式
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様式第１４号　重度障害診断書（第６条関係） （Ａ３判）

検査計測日　 年　 月 　日

所 在 地

名 称

医師氏名

構音障害（口唇音　歯舌音　口蓋音　こう頭音）

※全不能な場合には○印をお願いします。
その他（　　　　　）

こう頭摘出（全部　一部）

中枢性失語症 病院又は診療所等の

Ｃ言語機能の障害（簡単な単語の発語により意志の疎通がかろうじて可能）

聴力損失

Ｂ言語機能の著しい障害（身振り，書字その他の補助動作がなくては音声言
　 語による意志の疎通が困難である。）

該当する項目に○印
をつけてください。

聴力レベル

言
語
機
能
の
障
害

聴
力
障
害

視
力
障
害

Ｄその他







右 眼

７
今 回 の 受 傷
以 前 に あ つ
た 身 体 障 害

１３． 前 医

→部位と障害内容

印
は
い
ず
れ
か
に
〇
印
を
お
願
い
し
ま
す

。

関
節
の
運
動
範
囲
に
つ
い
て
は

、
自
動
運
動
範
囲
を
ご
記
入
願
い
ま
す

。

年 月 日

日

・

日

年４ 傷 病 名

障害の部位６

月 日

年 月

年

５ ４ の 原 因

年

１２ 終 診 日

８ 

１

障害の種類

両眼の視力を全く永久に失つたもの

言語の機能を全く永久に失つたもの

そしやくの機能を全く永久に失つたもの

両下肢を足関節以上で失つたもの

１上肢を手関節以上で失いかつ、

両下肢の用を全く永久に失つたもの

９．

氏 名
男
・
女

２  生年月日

４．

年

年

１下肢を足関節以上で失つたもの

両上肢の用を全く永久に失つたもの

両上肢を手関節以上で失つたもの

９ 



お
願
い

～

月 日

訂
正
の
場
合

、
訂
正
印
を
必
ず
押
印
願
い
ま
す

。



１．

２．

３．

受 傷
（ 発 病 ） 日

３ 月

１０．

８．

１４ 今回の受傷（発病）から初診までの経過、初診時の主訴・所見及びその後の経過、障害状態の詳細

初 診 日

１ ０  入 院 日

５．

６．

手指を失つたか又はその用を全く永久に失つたもの

両耳の聴力を全く永久に失つたもの

７．

左肩

指 節 間 関 節

伸展度

中
手
足

遠 位 指 節 間 関 節

近 位 指 節 間 関 節

指 節 間 関 節

日

部位

項
に
つ
い
て
は

、
障
害
の
あ
る
場
合
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。
（ ）

第１指

（ ） （ ）

屈曲度

（ ） （ ）

遠 位 指 節 間 関 節

近 位 指 節 間 関 節 （ ）

伸展度 屈曲度
（  ）

（ ）

屈曲度

（  ） （  ） （  ）

伸展度 屈曲度 伸展度

（ ） （ ） （ ）

（  ） （  ） （  ）

（ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ）

膝

足

関節
右

（ ） （ ）（ ） （ ） （ ） （ ）

関節

関節

関節

左

右

左

右

左

～

～

股

右

左

右

左

右

肘

手

関節

関節

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～ ～

～

～

～

～ ～

～ ～

～

～

～ ～

→住所・氏名

退 院 日
現 在 入 院 中

１１

年 月

月

現在治療中（当院・他院）

治療内容

　　　　年　　　　月　　　　日　　手術日

（原　因）

  

Ｃ流動食しか摂取できない。



そ
し
や
く

機
能
障
害

下記Ａ～Ｃのうち該当する項目に○印をしてください。

Ａ通常の飲食物が食べられる。

手 術 名

Ａ言語機能の喪失音声語による意思の疎通が全くできない。

程　度

その理由

  周波数

検査計測日　 年　 月 　日

左 （ ）  （ ）  （ ） 

右 （ ）  （ ）  （ ） 

日

頃月 日

上 記 の と お り 診 断 し ま す 。 月

矯正不能・不適の場合は

（ ）

（該当する項目に○印をしてください）

左 眼

裸眼視力・矯正視力

（ ）

（ ）
検査計測日　 年　 月 　日

Ｂかゆ食又はこれに準ずる程度の飲食物であれば食べら

検査計測日　 年　 月 　日


に
つ
い
て
は

、
記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

。

母
指
に
お
い
て
は

、
指
節
間
関
節
と
し
ま
す

。

屈曲度

（  ）（  ）

日

（  ）

月 日

※

（  ）

（ ） （ ） （ ）

日

運動の種類・範囲

手
足

右

伸展度～屈曲度

伸展度 屈曲度

（ ）（ ） （ ）

運
動
麻
痺
・
欠
損
・
短
縮



・




手
指
・
足
指
の
運
動
障
害

（
自
動
運
動
範
囲

）

・左

中

（ ）

（  ）

（ ）

（  ）

（ ） （ ）

   



屈曲度

（ ）

月

２２ 回復の可能性と症状の固定についての意見

四
肢
関
節
の
運
動
障
害

（
自
動
運
動
範
囲

）

伸展度 屈曲度

検査（計測）日

※

内旋度～外旋度

第２指

年

年

第４指 第５指

（  ） （  ）

内転度～外転度

屈曲度 伸展度

※ＭＭＴ徒手筋力テスト欄には，結果を０～５の数値にてご記入ください。

日

   れる。

上記の障害状態を診断された日

症状の固定時期

第３指

伸展度

（  ）

伸展度 屈曲度 伸展度

㊞

年

月

年

四肢、手指、足指の切断の場合は、切断箇所にはつきりと線を入れてください。
四肢の完全運動麻痺の場合は、その部位を斜線で示してください。
下肢短縮の場合は、その程度〔〕を記入してください。

有

無

医師推定 患者申告

医師推定

患者申告

手指 足指

手指 足指

明治
大正
昭和
平成

有

無
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様
式
第
三
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様式第32号　年金受給者年金受給者現況届書（第11条関係）
（Ａ４判）

年金受給権者現況届書

　

　　

　　　　秋田県心身障害者扶養共済制度条例第20条第４項の規定により、上記のとおり届け出ます。

　　　　　　　　　　年　　月　　日

年金受給権者又は年金管理者　　　　　

氏　　名　　　　　　　　　　㊞　　　
　　　　秋田県知事　　　　　　　　　　　様

　　添付書類　住民票の写し（ただし、年金受給権者の氏名の知事に届け出ている氏名と異なる場合は戸籍の抄本）

年金証書番号

年
金
受
給
権
者

氏　名 生年月日 年　　　月　　　日

住　所

年
金
管
理
者
の
有
無

１　有
　⑴　父
　⑵　母
　⑶　祖父母
　⑷　兄弟姉妹
　⑸　その他の親族
　⑹　その他（　　　　　　　　　　　　）
２　無
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附　
則

１　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　
平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の

秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
第
六
条
第
二
項
第
二

号
㈠
に
規
定
す
る
重
度
障
害
診
断
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋

田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
第
六
条
第
二
項
第
二
号

㈠
に
規
定
す
る
重
度
障
害
診
断
書
と
み
な
す
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

秋
田
県
す
こ
や
か
奨
学
金
貸
与
事
業
助
成
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
十
一
号

　
　
　

秋
田
県
す
こ
や
か
奨
学
金
貸
与
事
業
助
成
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す

　
　
　

る
規
則

　

秋
田
県
す
こ
や
か
奨
学
金
貸
与
事
業
助
成
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年

秋
田
県
規
則
第
五
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　
附　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　
秋
田
県
す
こ
や
か
奨
学
金
貸
与
事
業
助
成
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
平

成
二
十
一
年
秋
田
県
条
例
第
十
七
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
秋
田
県
す
こ
や

か
奨
学
金
貸
与
事
業
助
成
条
例
（
平
成
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
十
八
号
。

以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
す
こ
や
か
奨
学
金

の
貸
与
を
受
け
た
者
で
同
奨
学
金
の
返
還
を
終
了
し
て
い
な
い
も
の
に
つ

い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
秋
田
県
す
こ
や
か
奨
学
金
貸
与
事

業
助
成
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
か
ら
第

十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
奨
学
生
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
。

３　
旧
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
指
定
法
人
に

つ
い
て
は
、
旧
規
則
第
十
八
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
十
二
号

　
　
　

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
及
び
第
五
条
中
「
第
二
条
第
三
号
ロ
」
を
「
別
表
第
一
第

三
号
イ
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
一
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地
籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

秋
田
市

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　

秋
田
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

秋
田
市
河
辺
北
野
田
高
野
・
河
辺
和
田
の
各
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　

〇
・
三
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日

二
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

横
手
市

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　

横
手
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

横
手
市
金
沢
中
野
・
安
本
の
各
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　

〇
・
五
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日

三
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

横
手
市

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　

横
手
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

横
手
市
増
田
町
亀
田
の
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　

〇
・
三
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日

四
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

横
手
市

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　

横
手
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

横
手
市
平
鹿
町
浅
舞
・
中
吉
田
の
各
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　

〇
・
八
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日

五
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

横
手
市

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　

横
手
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

横
手
市
雄
物
川
町
大
沢
の
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　

〇
・
三
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日

六
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

横
手
市

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　

横
手
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

横
手
市
大
森
町
の
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
二
十
年
度

　
　
　

〇
・
一
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日

七
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

横
手
市

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示
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横
手
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

横
手
市
十
文
字
町
・
十
文
字
町
仁
井
田
の
各
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　

〇
・
一
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日

八
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

横
手
市

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　

横
手
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

横
手
市
山
内
筏
の
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　

〇
・
三
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日

九
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

男
鹿
市

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　

男
鹿
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

男
鹿
市
船
川
港
字
椿
の
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　

一
・
一
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日

十
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　

湯
沢
市

　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　

湯
沢
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　

湯
沢
市
秋
ノ
宮
の
一
部

　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　

〇
・
五
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日　

十
一
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　
　

由
利
本
荘
市

　
　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　
　

由
利
本
荘
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　
　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　
　

由
利
本
荘
市
大
簗
・
滝
ノ
沢
の
各
一
部

　
　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　
　

一
・
六
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日

十
二
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　
　

由
利
本
荘
市

　
　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　
　

由
利
本
荘
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　
　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　
　

由
利
本
荘
市
矢
島
町
川
辺
・
矢
島
町
木
在
の
各
一
部

　
　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　
　

平
成
十
八
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　
　

〇
・
七
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日

十
三
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　
　

由
利
本
荘
市

　
　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　
　

由
利
本
荘
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　
　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　
　

由
利
本
荘
市
東
由
利
田
代
・
東
由
利
黒
渕
の
各
一
部

　
　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　
　

一
・
三
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日　

十
四
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　
　

大
仙
市

　
　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　
　

大
仙
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　
　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　
　

大
仙
市
刈
和
野
の
一
部

　
　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　
　

〇
・
一
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日　

十
五
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　
　

大
仙
市

　
　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　
　

大
仙
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　
　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　
　

大
仙
市
太
田
町
永
代
・
川
口
の
各
一
部

　
　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　
　

〇
・
六
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日

十
六
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　
　

仙
北
市

　
　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　
　

仙
北
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　
　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　
　

仙
北
市
角
館
町
山
谷
川
崎
の
一
部

　
　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　
　

〇
・
二
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日　

十
七
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　
　

藤
里
町

　
　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　
　

藤
里
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　
　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　
　
　

藤
里
町
粕
毛
の
一
部

　
　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　
　

〇
・
四
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日　

十
八
㈠　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　
　
　

羽
後
町

　
　

㈡　

成
果
の
名
称

　
　
　
　

羽
後
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

　
　

㈢　

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域
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羽
後
町
杉
宮
・
貝
沢
の
各
一
部

　
　

㈣　

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

　
　
　
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度

　
　
　
　

〇
・
二
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

　
　

㈤　

認
証
年
月
日

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
二
日

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
二
号

　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日
中
通
病
院
労
働
組
合
執
行
委
員
長
森
茂
か
ら

次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
十
条
の
四
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

事
件

　

㈠　

賃
金
及
び
一
時
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

㈡　

職
員
増
員
に
関
す
る
こ
と
。

　

㈢　

労
働
条
件
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

二　

日
時

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
六
日
以
降
事
件
解
決
の
時
ま
で
、
連
日
又
は

短
時
間
に
わ
た
っ
て
行
う
。

三　

場
所

　
　

秋
田
市
南
通
み
そ
の
町
三
番
三
十
三
号　
　
　
　

社
会
医
療
法
人
明
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
本
部

　
　

秋
田
市
南
通
み
そ
の
町
三
番
十
五
号　
　
　
　
　

中
通
総
合
病
院

　
　

秋
田
市
中
通
六
丁
目
一
番
五
十
八
号　
　
　
　
　

中
通
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

シ
ョ
ン
病
院
及
び
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
歯
科
診
療
所

　
　

秋
田
市
土
崎
港
北
六
丁
目
一
番
五
号　
　
　
　
　

港
北
中
通
診
療
所

　
　

秋
田
市
南
通
み
そ
の
町
四
番
十
七
号　
　
　
　
　

中
通
健
康
ク
リ
ニ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ク

　
　

秋
田
市
仁
井
田
潟
中
町
二
番
四
十
一
号　
　
　
　

ふ
き
健
診
ク
リ
ニ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ク

　
　

秋
田
市
中
通
六
丁
目
十
四
番
十
八
号　
　
　
　
　

南
通
訪
問
看
護
ス
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
シ
ョ
ン
及
び
南
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
宅
介
護
支
援
セ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

タ
ー

　
　

秋
田
市
土
崎
港
北
六
丁
目
一
番
五
号　
　
　
　
　

港
北
訪
問
看
護
ス
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
シ
ョ
ン

　
　

秋
田
市
新
屋
勝
平
町
三
番
二
十
一
号　
　
　
　
　

割
山
訪
問
看
護
ス
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
シ
ョ
ン

　
　

秋
田
市
手
形
十
七
流
十
番
十
一
号　
　
　
　
　
　

手
形
訪
問
看
護
ス
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
シ
ョ
ン

　
　

秋
田
市
楢
山
登
町
三
番
十
八
号　
　
　
　
　
　
　

中
通
高
等
看
護
学
院

　
　

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
四
番
三
号　
　
　
　
　
　
　

大
曲
中
通
病
院

　
　

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
一
番
九
号　
　
　
　
　
　
　

大
曲
中
通
歯
科
診
療

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

　
　

大
仙
市
大
曲
栄
町
一
三
番
六
十
三
号　
　
　
　
　

大
曲
訪
問
看
護
ス
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
シ
ョ
ン

　
　

大
仙
市
大
曲
日
の
出
町
二
丁
目
三
番
二
十
七
号　

大
曲
み
な
み
ク
リ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ッ
ク

四　

概
要

　
　

救
急
外
来
患
者
及
び
入
院
患
者
の
保
安
要
員
若
干
名
を
除
く
す
べ
て
の

組
合
員
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
そ
の
他
の
争
議
行
為
を
行
う
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
三
号

　

秋
田
県
土
地
利
用
基
本
計
画
（
昭
和
五
十
五
年
秋
田
県
告
示
第
九
百
六
十

二
号
）
の
一
部
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法

律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　

秋
田
県
土
地
利
用
基
本
計
画
図
中
森
林
地
域
（
秋
田
市
、
由
利
本
荘
市
、

に
か
ほ
市
、
仙
北
郡
美
郷
町
、
横
手
市
及
び
湯
沢
市
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
及
び
自
然
保
全
地
域
（
由
利
本
荘
市
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
別

図
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

（
「
別
図
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
図
面
を
建
設
交
通
部
建
設
管

理
課
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
関
係
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
四
号

　

入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
一
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
北
秋
田
市

下
舟
木
入
会
林
野
整
備
組
合
組
合
長
藤
原
三
千
夫
か
ら
な
さ
れ
た
入
会
林
野

整
備
計
画
に
係
る
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

申
請
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

二　

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称　

北
秋
田
市
下
舟
木
入
会
林
野
整
備
計

画
書
の
写
し

三　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
三
日

ま
で

四　

縦
覧
場
所　

北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
森
づ
く
り
推
進
課
及
び
北
秋

田
市
産
業
部
農
林
課

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
百
二
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

に
か
ほ
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

仁
賀
保
都
市
計
画
・
金
浦
都
市
計
画
及
び
象
潟
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　
　

に
か
ほ
市
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間　

平
成
五
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

㈠　

収
用
の
部
分

　
　
　

秋
田
県
に
か
ほ
市
両
前
寺
字
井
戸
尻
、
字
山
田
下
及
び
字
谷
地
並
び

に
黒
川
字
下
竹
島
潟
並
び
に
象
潟
字
中
谷
地
、
字
上
谷
地
、
字
二
階
谷

地
、
字
立
石
、
字
蒲
谷
地
、
字
上
狐
森
、
字
坂
の
下
、
字
四
隅
池
及
び

字
鳥
の
海
並
び
に
関
字
鳥
屋
森
を
加
え
、
両
前
寺
字
狐
森
、
字
背
中

当
、
字
前
田
表
及
び
字
家
ノ
浦
並
び
に
平
沢
字
立
沢
、
字
前
田
、
字
町

田
、
字
舟
橋
、
字
平
石
、
字
田
角
森
、
字
宝
田
、
字
八
森
、
字
宮
田
、

字
幸
ノ
木
森
、
字
長
表
、
字
後
ノ
浜
、
字
深
谷
地
、
字
平
森
及
び
字
大

水
口
並
び
に
院
内
字
タ
モ
キ
タ
、
字
畑
ヶ
田
及
び
字
嶋
田
並
び
に
三
森

字
浜
田
、
字
御
堂
森
及
び
字
水
上
並
び
に
芹
田
字
新
中
道
、
字
高
磯
及

び
字
新
家
ノ
後
並
び
に
黒
川
字
上
竹
島
潟
並
び
に
金
浦
字
花
潟
及
び
字

古
賀
の
田
並
び
に
象
潟
字
下
浜
山
、
字
源
蔵
潟
、
字
琴
和
喜
、
字
大

森
、
字
屋
敷
田
、
字
狐
森
、
字
浜
山
及
び
字
木
戸
口
地
内
に
お
い
て
変

更
す
る
。

　

㈡　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
大
館
市
沼
館
字
神
田
表
百
九
十
二
番
地
三
虻
川
忠
博
ほ

か
十
九
名
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告
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同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
大
館
沼
館
地

区
農
地
集
積
加
速
化
基
盤
整
備
事
業
）
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
一
日

ま
で

三　

縦
覧
場
所　

大
館
市
役
所

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

潟
上
市
昭
和
大
久
保
字
北
野
大
崎
道
添
百
三
十
五　
　
　
　
　

菅
原　

寅
夫
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秋
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号
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秋
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号
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電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


